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❶図書館の貸出エリアが拡大
❷消費税増税で公共施設料金を改正
❸浄化槽検査の回数＆料金が変わる
❹役場田代支所の会計窓口を閉鎖

３月１日から試験運用している図書館システムがいよいよ
本格運用スタート！そのほか消費税増税による公共施設利
用料の値上げや田代支所会計窓口の閉鎖など、４月から変
わる行政サービスをお知らせします。３月中に要チェック！

図書館システムで変わる３つのポイント！

管内 12カ所の図書館で貸出可能となることから、借りられる本の
種類が大幅に増えます。貸出・返却窓口も増えてとても便利に！

錦江町の図書室にない本でも、他市町の図書館から取り寄せて貸出
できます。貸出窓口と返却窓口は同じ図書室が条件となります。

パソコンやスマホで検索＆予約が可能に！町文化セ
ンター図書室に設置のパソコンからも予約できます。

※紛失や破損時は 100 円の手数料

大隅広域図書館ネットワーク▲

※カード発行経費は各市町で負担するため、町外での作成は控えてください

身分証（運転免許証、学生証、保険証、マイナンバーカードなど）
を持参して町内の図書室で申請書に記入。登録経費は無料です。
原則本人による申請で、小学生以下は保護者が申請してください。

大隅２市５町の図書館で貸出や返却ができる

他市町の本を取り寄せて貸出ＯＫ

インターネットで蔵書検索＆貸出予約

図書利用カード作成

提携図書館（室）名
鹿屋市立図書館
鹿屋市輝北図書室
鹿屋市串良公民館図書室
鹿屋市コミュニティセンター
吾平振興会図書室
垂水市図書館
大崎町立図書館

提携図書館（室）名
肝付町文化センター図書室
肝付町内之浦銀河アリーナ図書室

東串良町総合センター図書室
南大隅町根占図書館
錦江町文化センター図書室
錦江町やまんなか図書室
※２市５町の 12 カ所が対象

有効期限３年 更新無料

パソコンやスマホで借
りたい本を検索し、案
内に従って予約。初回
利用時のみ登録が必要
です。窓口でも予約可。

受取図書室は必ず錦江
町の図書室を指定。配送
料を各市町が負担する
ため居住地以外の受け
取りは控えてください。
※予約のタイミングで１週間
ほど待つ場合があります

ネットで検索＆予約

図書室で受け取る

図書室から返却
必ず貸出手続きを行っ
た図書室から返却して
ください。
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問合せ▶文化センター図書室☎ 22-0517/ やまんなか図書室☎ 25-2511

他市町の本を借りる

新年度から
始まる・変わる
４月から新たに始まる・
変わる主な行政サービス

をお知らせ！

錦江町で
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浄化槽の法定検査が
変わります
４月１日から国の定める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を
効率化した県独自の検査方法に変わります。４年に１回の検査員に
よる検査と、４年に３回の採水員による検査となります。合併浄化
槽の場合は検査員による検査手数料が5,000円に引き下げられます。

6,000 円/回▶5,000円/回

4 月１日から役場田代支所の会計窓口を閉鎖します。税金や各
種使用料などの納付は、支所住民生活課の窓口で納付でき
ます。町からの支払いは原則口座への支払いになります。

３
月
末
閉
鎖

問合せ▶住民税務課☎ 22-3039

問合せ▶本庁会計課☎ 22-3038
住民生活課☎ 25-2511

※ 10 人槽以下の浄化槽が
対象。問題がある浄化槽は
改善されるまで毎年ガイド
ライン検査を行います。

※国の指導により他県と同様に毎年検査することになりますが、１回当たりの検査手
数料は引き下げられます。当初は４年に２回の検査でスタートします。

納付は会計窓口から住民窓口に
８時 30分から 15時までは金融機関で
も納付できます。田代支所では 17 時
15分まで住民生活課で納付できます。

町への納付▶
税金や使用料など

原則として口座振込とします
会計窓口での現金払いができなくなります。原則として口
座振込とし、現金払い希望の方は本庁会計窓口で受取可能。

還付金や各種助成金など

町から支払▶

検査手数料の改定

納付は
住民生

活課

住民窓
口で対

応

公共施設の使用料変更
昨年10月の消費税増税等により

でんしろう館 /花瀬自然公園 /神川キャンプ場
/トロピカルガーデンかみかわ /神川大滝公園

町総合運動公園 /田代中央運動場 /各地区体育
館（運動場）/各学校体育施設など

町文化センター /農産物加工センター /各地区
研修センター /ふれあいセンターなど

例

例

例

観光施設・キャンプ場など

体育館・グラウンドなど

520円▶ 550円

420円▶ 440円

2,400 円▶ 2,600 円 / 人

野球場ナイター照明（町内）

文化センターリハーサル室
（午前の場合）

花瀬バンガロー（小）１泊

文化センター・研修センターなど

消費税率が８％から
10％に引き上げられた
ことにより、公共施設
の使用料が改定され、
４月１日から適用され
ます。各施設の使用料
はホーム
ページに
掲載して
います。

よく使う施設をチェック

４月の使用分から

４月から浄化槽検査の回数や料金変わります

［採水員検査は 3,000 円 / 回］
※単独浄化槽の手数料は現行のとおり 4,000 円

KINKO TOWN PUBLIC RELATIONS  2020.39 8広報


